
 
 

第 2次川崎市道路整備プログラム後期②の取組（案）に係るパブリックコメントの実施結果について 

 

１ 概要 

本市では、幹線道路の効率的・効果的な整備推進を目的として、平成 28 年に「第 2 次川崎市道路整備プログラム」を策定し、計画的に整

備を推進してきました。 

現在は、平成 28年度から令和 3 年度までの 6年間を「前期」、令和 4 年度から令和 7年度までの 4 年間を「後期①」、令和 8 年度から令和

11年度までの 4年間を「後期②」として、取組を進めています。 

この度、後期①の進捗状況や社会経済状況の変化を踏まえ、引き続き、効率的・効果的な整備を推進するため、「第 2 次川崎市道路整備プ

ログラムの後期②の取組（案）」をとりまとめ、これについて、市民の皆様から御意見を募集しました。 

その結果、26通（意見総数 46件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え方を次のとおり公表いたします。 

 

２ 意見募集の概要 

題名 「第 2次川崎市道路整備プログラム後期②の取組（案）」に関する意見募集 

意見の募集期間 令和 7年 12月 15日（月）から令和 8年 1月 19日（月） 

意見の提出方法 意見提出フォーム、ＦＡＸ、郵送、持参 

意見の周知方法 ・市ホームページへの掲載 

・市政だより（令和 8年 1月号）への掲載 

・かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎復元棟 2階）での閲覧 

・各区役所市政資料コーナーでの閲覧 

・建設緑政局総務部企画課での閲覧 

結果の公表方法 ・市ホームページへの掲載 

・かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎復元棟 2階）での閲覧 

・各区役所市政資料コーナーでの閲覧 

・建設緑政局総務部企画課での閲覧 

 

 

 



３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） 26通（46件） 

 意見提出フォーム 26通（46件） 

 FAX 0通（0件） 

 郵便 0通（0件） 

 持参 0通（0件） 

 

４ 意見の概要と対応 

  事業中箇所における用地取得の推進、用地取得済箇所の早期整備、成果指標の見直し等の御要望が寄せられました。 

これらのうち、関連事業等・成果指標に関する御意見を踏まえ、「新川崎・鹿島田駅周辺地区」及び「鷺沼・宮前平駅周辺地区」に関す

る記載を追加するとともに、所要の整備を行った上で、「第 2次川崎市道路整備プログラムの後期②の取組」をとりまとめます。 

 

（１）意見に対する本市の考え方の区分の説明 

   Ａ：意見を踏まえ、案を加筆・修正するもの 

   Ｂ：案の趣旨に沿った意見であり、意見を踏まえ、取組を推進するもの 

   Ｃ：意見を踏まえ、今後取組を進める中で参考とするもの 

   Ｄ：案に対する質問・要望の意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

   Ｅ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見等） 

 

（２）意見の件数と対応区分 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

１ 道路整備プログラム全体に関すること 0 1 0 2 0 3 

２ 後期②の取組に関すること 0 7 0 19 0 26 

３ 関連事業等・成果指標に関すること 2 0 3 0 0 5 

４ その他 0 0 0 0 12 12 

合計 2 8 3 21 12 46 



５ 意見の概要と意見に対する本市の考え方 

（１）道路整備プログラム全体に関すること（３件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 人口減少や自然保護の観点から、道路整備は必要

ないという意見があるが、そのような負の意見に流

されずに、川崎市の発展のため計画道路を完成させ

てほしい。 

 

道路の慢性的な渋滞は経済損失を招き、環境や交通安全、路線

バスの運行など、市民生活に影響を及ぼすことから、交通環境の

改善に向けては、今後も計画的な道路整備の推進が必要と考えて

おります。 

本市の幹線道路の整備につきましては、平成 28 年度から令和

11 年度までを計画期間とする第 2 次川崎市道路整備プログラム

に基づき、整備効果の高い箇所を選定して道路の整備を推進して

おり、引き続き、本プログラムに基づき、予算の集中的な投資な

どにより事業中工区の早期完成を目指して取組を進めてまいり

ます。 

Ｂ 

２ 川崎市に限らないが、国内の道路計画においては

昭和の「モータリゼーション」がいまだに根深く残っ

ており、道路において、生活者を押しのけて車を通す

ような計画が進められていた。 

道路においては昭和の頃に立てられた計画が見直

しされないまま進められており、歩行者や自転車な

どの軽車両を半ば無視して、自動車のことばかり考

えた道路整備が行われている例が少なくない。 

ついては、古い道路計画は全て見直し、歩道と自転

車走行空間を広く確保する計画に改めるよう求め

る。 

都市計画道路は都市の将来の見通しの下、長期的視点からその

必要性が位置付けられているものであり、単に長期にわたって事

業に着手していないという理由のみで変更することは適切では

ないと考えていることから、必要性を再検証したうえで、見直し

を進めてまいりました。 

本市では、平成 20年度及び平成 29年度に都市計画道路網の見

直しを実施しており、今後も社会状況の変化を捉えながら、適時

適切な見直しに取り組んでまいります。 

道路整備にあたりましては、自動車のみならず、歩行者や自転

車など、様々な利用者の安全性・利便性の向上を図るため、引き

続き、第 2次川崎市道路整備プログラムに基づき、効率的・効果

的に取組を進めてまいります。 

Ｄ 



３ 川崎市の湾岸エリアの道路は、産業振興の名のも

と長大な橋梁などを次々建設していくのに対して、

北部地域特に麻生区や多摩区の住宅地を結ぶ道路は

一向に道路整備が進まない。北部地域にも湾岸エリ

アと同じように建設費を投資してくれるようお願い

します。 

本市が行う幹線道路の整備については、平成 28 年度から令和

11 年度までを計画期間とする第 2 次川崎市道路整備プログラム

を策定し、整備効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道

路整備の推進に取り組んでおります。 

また、臨海部においては、国により国道 357号や水江町線など

の広域幹線道路の整備が進められており、本プログラムにおいて

も関連事業として示しております。 

今後につきましても、幹線道路網の形成に向けて、事業効果の

早期発現に資する効率的・効果的な整備を推進してまいります。 

Ｄ 

  



（２）後期②の取組に関すること（２６件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 宮内新横浜線、宮内工区について等々力大橋開通

と同時に完成させるべきと考えます。 

土地収用制度を早期に適用し、同時開通を目指す

べきではないでしょうか。 

周辺住民の安全を第一に考え事業を進めて頂きた

く、検討をお願いします。 

第 2次川崎市道路整備プログラムにおける土地収用制度等活

用路線は、第 1次計画である「川崎市の道路整備プログラム」

で未完成となった整備箇所のうち、事業経過年数が 10年以上経

過しており、用地取得率が 80％以上などの一定の基準に該当

し、用地交渉が難航している工区を位置付けたものとなってお

ります。 

都市計画道路宮内新横浜線宮内工区の用地取得率は令和 7年

3月時点で 60％であり、「3．（2）後期②の基本的な考え方」に

示しているとおり、事業中の工区へ予算を集中的に投資するこ

とにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

また、本プログラムに令和 11年度以降も継続して事業を進め

る路線として位置づけておりますが、整備効果を最大限発揮す

るためにも、都県境を結ぶ新たな交通ネットワークとして整備

する（仮称）等々力大橋と一体的な供用の開始を目指して事業

を推進してまいります。 

Ｄ 

２ 横浜生田線水沢工区・元石川線を早期に開通し

て欲しいです。横浜市と連携し、後期②には必ず

開通して欲しいです。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資することにより、

早期完成を目指すことが重要と考えております。 

市道横浜生田線水沢工区は、令和 11 年度までの完成を目指し

て取組を進めてまいります。 

Ｂ 

３ 横浜生田線・元石川線(水沢工区)は開通させる

べきです。川崎市側・横浜市側ともに周辺の駅や

商業施設が利用出来てお互いにメリットが生まれ

ると思うので早めの開通を希望します。 

４ 横浜生田線未開通区間（清水台付近）の早期開

通をお願いしたいです。この道路が開通すること

によって、川崎市側も横浜市側もより便利になり、

もっとこの街が活性化すると思われます。 



５ 中原区内の未整備となっている府中街道及び中原

街道について収用制度を活用して道路整備推進をお

願いします。早期完成を市民として希望します。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資するとともに、土

地収用制度等を積極的に活用し、早期完成を目指すことが重要と

考えております。 

国道 409号につきましては、中原区内では、市ノ坪工区、小杉

工区、小杉御殿Ⅰ期工区、Ⅱ期工区の 4工区で事業を推進してお

ります。市ノ坪工区につきましては、土地収用制度を活用し、令

和 7年度末までに土地の明け渡しが完了する見込みです。 

また、都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線小杉御殿工区につきまし

ては、令和 7 年 12 月に収用裁決申請を行い、用地取得準備を進

めております。 

今後も第 2次川崎市道路整備プログラムに基づき、予算の集中

的な投資などにより事業中工区の早期完成を目指して取組を進

めてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｂ 

６ 府中街道そのものの道路整備もですが、西下橋

交差点から（仮称）等々力大橋への接続道路整備、

小杉十字路交差点への中原街道の迂回路整備と、

中原区内で整備が未完の道路が多過ぎます。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

このうち、中原区内における事業中路線は、「3．（3）後期②の

取組」に示しているとおり、国道 409号、都市計画道路丸子中山

茅ヶ崎線、宮内新横浜線で、3路線 7工区となっております。 

今後も本プログラムに基づき、予算の集中的な投資などにより

Ｂ 



事業中工区の早期完成を目指して取組を進めてまいりますので、

御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

７ 小杉工区と隣り合う市ノ坪工区は、ようやく用

地取得率が100%に達して工事が進みそうですが、

これは土地収用制度の活用が奏功したものと思い

ます。小杉工区においても今後は土地収用制度を

活用した用地取得の促進がはかられるものと期待

していましたが、現在の後期②の取組（案)を見る

限り、その計画はないようです。これはなぜでし

ょうか。 

土地収用制度等活用路線とは、第 1次計画である「川崎市の道

路整備プログラム」で未完成となった整備箇所のうち、事業経過

年数が 10年以上経過しており、用地取得率が 80％以上などの一

定の基準に該当し、用地交渉が難航している工区を位置付けたも

のとなっております。 

国道 409 号小杉工区の用地取得率は令和 7 年 3 月時点で 75％

であり、「3．（2）後期②の基本的な考え方」に示しているとおり、

事業中の工区へ予算を集中的に投資することにより、早期完成を

目指すことが重要と考えております。 

引き続き、粘り強い交渉を継続し、早期の完成に向けて取組を

進めてまいります。 

Ｄ 

８ 丸子中山茅ヶ崎線（小杉御殿）については、道路

用地の強制取得の手続きを可及的速やかに行い直

ちに行ってください。 

都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線小杉御殿工区につきましては、

「3．（2）後期②の基本的な考え方」に示しているとおり、事業

中の工区へ予算を集中的に投資するとともに、土地収用制度等を

積極的に活用し、早期完成を目指すことが重要と考えており、令

和 7 年 12 月に収用裁決申請を行い、用地取得準備を進めており

ます。 

Ｂ 

９ 世田谷町田線について、早期の右折レーン整備、

自転車通行環境の整備、歩道の拡張を望みます。 

また小田急線との交差道路の踏切解消や同線の

複々線化なども考慮いただければ幸いです。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資することにより、

早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路世田谷町田線上麻生Ⅱ期工区は、令和 11 年度以

降も事業継続となりますが、「3．（2）後期②の基本的な考え方」

Ｄ 



に示しているとおり、事業効果の早期発現のため、主要交差点周

辺などから用地取得に努め、先行して整備を進めていくことが重

要と考えておりますので、今後も着実に取組を進めてまいりま

す。なお､自転車の通行環境の整備につきましては､交通管理者の

意見も踏まえ､道路拡幅とあわせて整備を推進してまいります。 

また､東生田小学校付近から百合丘駅付近の区間につきまして

は､「3.(1)事業推進に向けて」に示しているとおり､令和 11年度

までに生田工区の着手に加え､隣接する小田急線の複々線化計画

を考慮しながら､第 2 次川崎市道路整備プログラムに位置づけの

ない区間の課題整理及び整備方針について検討してまいります。 

１０ 世田谷町田線に位置する生田歩道橋交差点は狭

小で離合しづらく、自転車や歩行者も往来するた

め非常に危険である。また、南側の小田急線踏切

が長時間遮断されることがあり北側に向かって待

機車列が伸びるため、これを避けるように自転車

が車道中心を走行しており事故発生に関してハイ

リスクなポイントである。早急に拡幅を願いたい。 

都市計画道路世田谷町田線東生田小学校付近から百合丘駅付

近の区間につきましては、「3．（1）事業推進に向けて」に示して

いるとおり、生田工区の着手に加え、生田駅付近から百合丘駅付

近の未着手区間が、隣接する小田急線の複々線化計画と連携を図

る必要があることから、本プログラムに位置づけのない区間の課

題整理及び整備方針の検討が重要であると考えております。 

生田工区につきましては、「3．（3）後期②の取組」に示してい

るとおり、令和 11 年度までに着手する工区として位置づけてお

り、全体の進捗状況を踏まえて着手を目指してまいります。 

生田歩道橋交差点で世田谷町田線と交差する都市計画道路中

野島生田線につきましては、本プログラムにおいて、対象期間に

整備を推進する整備推進路線に位置づけておりませんが、まず

は、事業中の工区の早期完成を目指して重点的に取組を進めてま

いりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 
１１ 生田歩道橋交差点は南北方向がとても狭く、車

の離合がとてもしづらいです。歩行者や自転車も

多く、いつか事故が起こると思える危険な交差点

です。事故が起こる前に一刻も早く改善してくだ

さい。それから、津久井道も狭くて危険な道路で

す。大至急道路を広くして頂きたいです。 

１２ 世田谷町田線の生田工区ですが、生田大橋辺り

までの整備を予定されていると思いますが、可能

であれば、生田歩道橋までの用地取得のみでもよ



いので、令和8年位から開始するようにお願いしま

す。 

１３ 都市計画道路世田谷町田線は慢性的に渋滞発生

しているが解決に向け取組んでいないといわざる

をえない。 

周辺都市計画道路3・6・5長沢線の整備を都市計

画道路世田谷町田線の渋滞緩和対策と位置付け、

リダンダンシーの高い世田谷町田線のバイパス

（根岸陸橋-浄水場通り-長沢線-王禅寺公園北側-

尻手黒川道路-柿生）となるよう早期整備に取組む

ことを要求する。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資することにより、

早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路世田谷町田線上麻生Ⅱ期工区は、令和 11 年度以

降も事業継続となりますが、「3．（2）後期②の基本的な考え方」

に示しているとおり、事業効果の早期発現のため、主要交差点周

辺などから用地取得に努め、先行して整備を進めていくことが重

要と考えておりますので、今後も着実に取組を進めてまいりま

す。 

東生田小学校付近から百合丘駅付近の区間につきましては、

「3．（1）事業推進に向けて」に示しているとおり、令和 11年度

までに生田工区の着手に加え、隣接する小田急線の複々線化計画

を考慮しながら、第 2次川崎市道路整備プログラムに位置づけの

ない区間の課題整理及び整備方針について検討してまいります。 

Ｄ 

１４ 整備道路一覧の項番30「（主）町田調布」は、令

和4～7年度に工事着手と以前聞いていたが、今回

「（令和8～11年度着手）」となっているのは何故

か。その理由を論理的に説明してほしい。 

本市の幹線道路の整備は、効率的・効果的な道路整備を推進し

ていくため、平成 28 年度から令和 3 年度までの 6 年間を前期、

令和 4 年度から令和 7 年度までの 4 年間を後期として 10 年間を

計画期間とした第 2次川崎市道路整備プログラムに基づき、客観

的な指標などを用いて整備効果の高い箇所を選定することによ

り、整備箇所の重点化を図りながら取組を進めてまいりました。 

こうした中、前期（令和 3年度まで）に完成目標としていた 10

工区のうち 5工区が未完成となったことから、より一層の事業の

Ｄ 



重点化を図るため、令和 7年度までの計画期間を 4年延伸し、新

規事業着手を予定していた 5 工区を令和 8 年度以降に先送りす

ることなどを定めた「第 2 次川崎市道路整備プログラム 後期の

取組【R4～R11】」を令和 4年 2月にとりまとめ、主要地方道町田

調布市境工区の事業着手時期を令和 4～7 年度から令和 8～11 年

度に見直しをいたしました。 

１５ 主要な計画道路は事業化だけでもして、新築の

家が建たないようにしてほしい 

宮内新横浜線など、計画区域内で新築の家が建

設されている。家ができてしまうと整備ハードル

が上がるのではないか。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

今後も本プログラムに基づき、予算の集中的な投資などにより

事業中工区の早期完成を目指して取組を進めてまいりますので、

御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 

１６ 宮内新横浜線、世田谷区町田線、梶が谷菅生線

を完成させてほしい。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

今後も本プログラムに基づき、予算の集中的な投資などにより

事業中工区の早期完成を目指して取組を進めてまいりますので、

御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 



１７ 等々力大橋の完成により、宮内新横浜線は東京

直結路線となり、未整備の蟹ヶ谷付近の交通量も

増えるだろう。非常に危険な状態になる。バスも

多く、追い抜きが困難なので早期にこの区間を事

業化してほしい。また、その先にある、高田日吉線

と接続する久末鷺沼線(～横浜市境)の整備も必要

だ。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路宮内新横浜線蟹ヶ谷付近及び久末鷺沼線横浜市

境につきましては、本プログラムにおいて、対象期間に整備を推

進する整備推進路線に位置づけていないため、まずは、事業中の

工区の早期完成を目指して重点的に取組を進めてまいりますの

で、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 

１８ 登戸野川線(野川団地入口(国道246～登戸)まで

整備して、宮崎台駅から国道246、または登戸駅ま

で1本の道で行けるようにしてほしい。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路登戸野川線の宮崎台小学校付近から登戸駅付近

までの区間につきましては、本プログラムにおいて、対象期間に

整備を推進する整備推進路線に位置づけていないため、まずは、

事業中の工区の早期完成を目指して重点的に取組を進めてまい

りますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 

  



１９ 土地収容制度をもっと活用すべきだ。 土地収用制度等活用路線とは、第 1次計画である「川崎市の道

路整備プログラム」で未完成となった整備箇所のうち、事業経過

年数が 10年以上経過しており、用地取得率が 80％以上などの一

定の基準に該当し、用地交渉が難航している工区を位置付けたも

のとなっております。 

土地収用制度等の活用につきましては、「3．（2）後期②の基本

的な考え方」に示しているとおり、事業中の工区へ予算を集中的

に投資するとともに、土地収用制度等を積極的に活用し、早期完

成を目指すことが重要と考えております。引き続き、土地収用制

度等を積極的に活用するため、任意交渉からの移行の見極め等を

適切に行いながら事業を進めてまいります。 

Ｄ 

２０ 柿生駅南口から尻手黒川道路へ抜ける道が全く

進んでいない。駅前開発が優先なのかもしれない

が、道路計画として何年にやるのか示して欲しい。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資することにより、

早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路柿生町田線柿生駅南口工区につきましては、「3．

（3）後期②の取組」に示しているとおり、後期②で完成見込み

としており、令和 11 年度までの完成を目指して取組を進めてま

いります。 

また、同工区から尻手黒川道路までの区間につきましては、第

2次川崎市道路整備プログラムにおいて、対象期間に整備を推進

する整備推進路線に位置づけていないため、まずは、事業中の工

区の早期完成を目指して重点的に取組を進めてまいりますので、

御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 

  



２１ 小さな子供から大人まで、笑顔が絶えず、安心

して暮らせる」社会を実現するためには、単に幹

線道路を通すだけでなく、地域の実情に即したネ

ットワークの完成が必要です。 尻手黒川線のトン

ネル開通効果を最大化し、かつ地域住民の安全を

守るため、町田市との円滑な接続を可能にする「栗

木線」および「片平線」の整備は不可欠です。次期

プログラムにおいては、これら2路線の事業化を明

記し、スピード感を持って推進していただきます

ようお願いいたします。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路栗木線及び片平線につきましては、本プログラム

において、対象期間に整備を推進する整備推進路線に位置づけて

いないため、まずは、事業中の工区の早期完成を目指して重点的

に取組を進めてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願い

いたします。 

Ｄ 

２２ 川崎3・4・23号栗木線について町田市広袴側と

のアクセスルート早期の整備をお願いします。 

２３ 3.5.9古市場矢上線の未整備区間について放置

せず方針を示してください。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

都市計画道路古市場矢上線未整備区間につきましては、本プロ

グラムにおいて、対象期間に整備を推進する整備推進路線に位置

づけていないため、まずは、事業中の工区の早期完成を目指して

重点的に取組を進めてまいりますので、御理解のほど、よろしく

お願いいたします。 

Ｄ 

  



２４ 交差点の渋滞対策については、右折車だけでな

く左折車が歩行者の横断を待つ必要が生じるため

に後続の直進車が前に進めず渋滞する問題につい

ても対策してください。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資することにより、

早期完成を目指すとともに、主要交差点などの先行整備を行うこ

とで、事業効果の早期発現を図ることが重要であると考えており

ます。 

交差点の渋滞対策につきましては、道路状況や周辺の土地利

用、交通量の状況などを踏まえ、左折レーンの設置を含めた改善

が可能かどうかについて、交通管理者と協議しながら必要な対策

を講じております。 

今後も限られた財源で最大の効果を早期に発現させるため、渋

滞対策との連携を強化し、取組を進めてまいります。 

Ｂ 

２５ 宮前区の3つの駅周辺街路と周辺地域とを結ぶ

都市計画道路が駅徒歩圏までは整備済なのに、駅

徒歩圏の先の地域との区間がブツ切れになってい

る道路ばかりという状態なため、3つの駅から周辺

徒歩圏外地域を結ぶ道路の整備促進を重点的に行

う必要がある。本プログラムにおいて手当て願い

ます。 

本市では、平成 28年度から令和 11年度までを計画期間とする

第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備効果の高い箇所

を選定しながら、効率的・効果的な道路整備を推進しており、整

備箇所の選定にあたっては、「活力」、「安全・安心」、「環境・魅

力」という 3つの評価の視点から、定量的な評価 6項目と定性的

な評価 16 項目の指標を用いて客観的に評価し、優先度を判断し

ているものです。 

第 2次川崎市総合都市交通計画との連携も踏まえながら、今後

も本プログラムに基づき、予算の集中的な投資などにより事業中

工区の早期完成を目指して取組を進めてまいりますので、御理解

のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 

  



２６ 今回のプログラム案に出てくる各路線の整備計

画には全面的に賛同いたします。 

いずれも整備が進めば快適で安全な道路になる

のは間違いないと思います。 

一方、本案に登場していない未整備路線も多い

と感じております。 

私の住む宮前区とその周辺地域においても狭隘

な幹線道路への交通集中・渋滞や、歩道が狭い・な

い・段差や高低差が激しいなどの状況が見受けら

れます。 

また、狭隘路に沿って住宅や崖などがある道も

多く、来る首都圏直下地震などの災害時の懸念も

拭えません。 

昨今、建設業界の人手不足や物資の高騰に伴う

建設費の高騰が叫ばれており、上昇が続く情勢が

当面変わりそうにないことを考えると、建設費を

抑えるという意味でも、現在の案には登場してい

ない他の計画路線についても取組を加速させ、交

通混雑緩和、道路環境改善をより一層進める必要

があるのではないかと思います。 

事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②の基本的な考え

方」に示しているとおり、予算を集中的に投資することにより、

早期完成を目指すことが重要と考えております。 

今後も第 2次川崎市道路整備プログラムに基づき、予算の集中

的な投資などにより事業中工区の早期完成を目指して取組を進

めてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

Ｄ 

  



（３）関連事業等・成果指標に関すること（５件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業など、地域

生活拠点である鷺沼・宮前平駅周辺地区の拠点形成

のまちづくりが本格化しておりますので、鷺沼・宮前

平駅周辺の道路整備推進の課題も「３．後期②（令和

8 年度～令和 11 年度）の取組（１）事業推進に向け

て」の項目に追記してください。 

鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業では、交通広場の拡充や

都市計画道路の整備、交差点の集約化など、駅周辺の交通環境の

改善を行うことから、御指摘を踏まえ、「3．（3）後期②の取組」

の「エ 関連事業等」に記載いたします。 

 

Ａ 

２ 川崎市総合計画で都市基盤等の整備を進めるとし

ている地域生活拠点に位置づけている「新川崎・鹿島

田駅周辺地区」「鷺沼・宮前平駅周辺地区」も、成果

指標：拠点地区内の幹線道路整備率（拠点周辺の利便

性向上）に追加してください。 

成果指標においては、計画期間内に進捗が図られる地区を中心

に掲載しておりましたが、御指摘を踏まえ、追記いたします。 

Ａ 

３ JR 南武線連続立体交差事業（矢向～武蔵小杉）に

ついて、川崎堀踏切付近にて新設の矢向鹿島田線と

国道 409 号の現道が交差するが、現道は維持される

か。また、信号交差点となるか。 

現道を廃止もしくは大幅に縮小すると、今、国道

409 号を通行している車両のほとんどが川崎堀踏切

で右折を強いられることになるが、車両通行に支障

をきたさないか。 

川崎堀踏切から線路に並行する北側数百メートル

の区間について矢向鹿島田線の新設は本当に必要

か。 

JR 東日本南武線連続立体交差事業におきましては、都市計画

の変更（決定）にあたり、国道 409 号の現在の川崎堀踏切付近か

ら朱印橋入口交差点付近までの約 350ｍの区間について、都市に

おける円滑かつ安全な交通流の確保等を図るため、交通管理者と

の協議などを踏まえ、国道 409号に並行する都市計画道路矢向鹿

島田線を計画し、事業を進めているところでございます。 

川崎堀踏切の除却後、矢向鹿島田線と国道 409号の交差点につ

いては、信号機を設置した丁字路とする計画であり、今後、整備

にあたりましては、安全性・利便性が向上するよう地域の皆様の

御意見をお伺いしながら、交通管理者との協議や交通安全対策の

検討などを行ってまいります。 

Ｃ 



４ JR 南武線連続立体交差事業（矢向～武蔵小杉）に

ついて、以下の交差点については交通量も多く右折

車で滞留が見込まれることから、追加の用地取得を

行い、右折レーンを設置することを検討して欲しい。 

・鹿島田駅前踏切（サウザンドシティ方） 

・塚越踏切（塚越方） 

JR 東日本南武線連続立体交差事業におきましては、都市計画

の変更（決定）にあたり、現在の鹿島田駅前踏切付近の都市計画

道路矢向鹿島田線と古市場矢上線の交差点、及び現在の塚越踏切

付近の矢向鹿島田線と塚越南加瀬線の交差点について、交通管理

者との協議などを踏まえて計画し、事業を進めているところでご

ざいます。 

今後、整備にあたりましては、安全性・利便性が向上するよう

地域の皆様の御意見をお伺いしながら、交通管理者との協議や交

通安全対策の検討などを行ってまいります。 

Ｃ 

５ 自転車利用者の速度・走行台数および走行性の向

上、不要不急の自家用乗用車を減らすことによる公

共車両（路線バスや緊急車両など）の走行性向上、道

路構造の見直しによる不要不急の自家用乗用車を減

らすことによる温室効果ガス削減、各々の施策およ

びそれらの成果指標を盛り込むよう求める。 

成果指標につきましては、後期②の取組に基づき、既存指標の

目標値を見直すものであるため、今回の原案では新たな指標の追

加は行っておりませんが、いただいた御意見については、今後の

検討にあたって参考とさせていただきます。 
Ｃ 

  



（４）その他（１２件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 黒川から多摩の尾根幹線道路へ繋ぐ道を作って欲

しい。 

黒川地域から多摩市方面の尾根幹線道路へ結ぶ幹線道路につ

きましては、直接結ぶ新たな幹線道路の計画はございませんの

で、現状におきましては、主要地方道町田調布線から都市計画道

路上麻生連光寺線を経由するルートを御活用ください。 

 

Ｅ 

２ 五月台から平尾団地方面へ抜ける道や、新百合ヶ

丘総合病院方面へ抜かれるよう開発を行なって欲し

い。 

道が狭く、開発余地があるのになかなか開発され

ていない。良い土地だと思うので活用できるように

して欲しい。 

五月台駅の北側及び新百合ヶ丘総合病院の周辺は、都市におけ

る貴重な自然空間が形成されていることから、市街化調整区域に

指定しております。この市街化調整区域は、市街化を抑制する区

域であり、原則として、開発行為や建築行為が制限されておりま

す。 

本市の幹線道路の整備は、平成 28年度から令和 11年度までを

計画期間とする第 2次川崎市道路整備プログラムを策定し、整備

効果の高い箇所を選定して、効率的・効果的な道路整備の推進に

取り組んでおり、事業中の工区につきましては、「3．（2）後期②

の基本的な考え方」に示しているとおり、予算を集中的に投資す

ることにより、早期完成を目指すことが重要と考えております。 

今後も本プログラムに基づき、事業中工区の早期完成を目指し

て取組を進めてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

 

Ｅ 

  



３ 市内の歩道橋について、少なくとも幅員幅20m未満

の道路では撤去を基本方針としてください。 

高齢化、バリアフリー、都市景観向上の観点から歩

道橋は撤去すべきです。 

横断歩道橋につきましては、少子高齢化の進行や利用者の減

少、バリアフリー化の推進や財政負担の軽減などを踏まえ、道路

の幅員によらず、歩道橋の撤去可否を検討した上で維持管理を適

切に実施することを基本方針としています。地域の方々から撤去

の要望をいただいた場合や、道路管理者により撤去が好ましいと

判断した場合には、周辺交通への影響、横断歩道などの代替機能

について交通管理者と協議調整した上で、周辺の学校関係者や町

内会などとの合意形成を図りながら撤去を実施しております。 

Ｅ 

４ 都市計画道路にて片方に歩道があり、片方には路

側帯しかない、構造を改善してください。 

例として、3.5.11苅宿小田中線の綱島街道交差点

手前、平和公園近傍の道路がその典型例です。片側は

歩道の他、自転車通行帯までありますが、もう片方は

路側帯となっております。幅員幅12ｍの道路ですの

で、きちんと2ｍ歩道、8ｍ車道、2ｍ歩道と両側に歩

道を設ける様、改良願います。 

また、近傍の歩道橋はバリアフリー、歩道拡充の観

点から撤去すべきと考えます。 

御指摘の区間につきましては、現在、片側に歩道を、もう一方

には路側帯を設けた構造となっております。本来、道路構造につ

きましては両側に歩道を設けることが原則ではございますが、当

該区間につきましては、これまでの交通状況や沿道状況等を踏ま

え、現行の構造として整備しているものでございます。 

また、路側帯により一定の歩行空間の区分けが確保されている

ことから、現時点では追加の歩道整備は予定しておりませんが、

今後の整備にあたっては、必要に応じて検討してまいります。 

引き続き、安全で快適な道路環境の整備に努めてまいりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

Ｅ 

５ 錆ついたガードレールの老朽化更新をお願いしま

す。放置は都市景観が悪化させ市のイメージダウン

です。 

例：3.5.9古市場矢上線の北加瀬近辺 

古市場矢上線（北加瀬付近）のガードレールについて貴重な情

報をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 

ガードレールの補修・更新につきましては、道路パトロールで

得た情報や市民の皆様からの御要望を踏まえ、優先順位を設定し

ながら適切に実施しております。いただいた御指摘は、今後の維

持管理の参考とさせていただきます。 

Ｅ 



６ 見えづらい道路車線の再塗装をお願いします。 

停止線や中央分離線が見えづらく運転時の事故を

誘発します。 

新川崎再開発地区の慶応大研究所付近の南北道路

が非常に見えづらいです。 

新川崎再開発地区の路面表示について貴重な情報をお寄せい

ただき、誠にありがとうございます。 

中央線や外側線等の路面表示につきましては、道路パトロール

で得た情報や市民の皆様からの御要望を踏まえ、優先順位を設定

しながら適切に実施しております。いただいた御指摘は、今後の

維持管理の参考とさせていただきます。 

なお、停止線や横断歩道などの道路標示につきましては交通管

理者が管轄していることから、所管する警察署に現地の状況をお

伝えいたしました。 

Ｅ 

７ 川崎市の都市計画道路(3.5.9古市場矢上線、

3.5.11苅宿小田中線）や慶応大研究所付近の南北道

路には、道路の通称名がなく不便です。緊急車両やタ

クシーを呼ぶ際に支障があります。 

標識を立てるなど、きちんと道路の名前がわかる

よう視覚化してください。 

本市が道路法に基づいて管理している道路には、すべて路線名

が付されています。 

そのうち、市内の主だった 20 路線については、道路の愛称を

定め、道路愛称名標識を各所に設置しております。 

現在のところ、新たな名称の設定や標識設置の予定はございま

せん。 

Ｅ 

８ 第2京浜(国道1号線)について片側2車線の完全化

をお願いします。 

2車線は完全な直進車線(交差点では左折と直進)

として確保しつつ、交差点では、右折専用車線を設

け、また歩道を拡幅してください。 

川崎市域の国道１号線については、国土交通省関東地方整備局

横浜国道事務所が、歩行環境、自動車交通の円滑化、大気・騒音

環境の改善など、道路と沿道が一体化となったゆとりある「みち」

と「まち」づくりを進めることを目的とした沿道環境整備事業を

進めており、歩行者の安全確保、交通の円滑化、大気等環境の改

善を進めていくと伺っており、いただいた御意見については、同

事務所へ伝えてまいります。 

 

Ｅ 

  



９ 綱島街道の上丸子跨線橋について、交通安全のた

めに軽車両(自転車・リヤカー)の車道部分の通行は

禁止するよう警察と協議頂きたくお願いします。 

綱島街道の上丸子跨線橋における、車道部の規制につきまして

は、道路交通法等の関係法令や各種ガイドライン等に基づき、計

画用地が制限され、自転車通行可能な歩道の有効幅員を確保でき

ないことから、軽車両(自転車・リヤカー)の通行につきましては、

車道通行することで交通管理者と協議を行い決定しております。 

Ｅ 

１０ 西加瀬地区では物流拠点を作る再開発が検討され

ていますが、周辺に片側2車線の道路すら無い状況

で、計画を進めて大丈夫なのでしょうか。 

西加瀬地区に計画されている物流施設の建設に関する事業に

ついては、当該事業による交通などの周辺環境への影響につい

て、環境影響評価（環境に与える影響を調査・予測・評価し、住

民や専門的知見からの意見を踏まえて事業計画を作り上げてい

くための制度）の手続を行っております。その中で、周辺環境へ

の適正な配慮が検討されているものと認識しておりますが、事業

者に対しては引き続き、できる限りの周辺環境への配慮について

働きかけてまいります。 

Ｅ 

１１ 都市計画図の幅員の値の記載方法は、代表的な幅

員だけでなく、細かく記載していただきたくお願い

します。市民には詳細な情報を提供してください。 

川崎市の都市計画図は、川崎市内で決定されている都市計画を

掲載した地図で、用途地域や、防火・準防火地域、高度地区、都

市計画道路などの様々な情報を掲載しており、また、都市計画図

における都市計画道路は、概ねの位置を表示するものとなってい

ることから、代表幅員のみを示しております。 

なお、市が管理する道路の認定幅員につきましては、認定路線

網図で確認が可能です。同図は、「川崎市都市計画情報インター

ネット提供サービス（ガイドマップかわさき）」のほか、各区役

所道路公園センター管理担当及び建設緑政局管理課で閲覧いた

だけます。 

Ｅ 

  



１２ 京急川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業につ

いて、先立って実施される「2月28日から川崎駅前の

川崎府中線を相互通行化」により川崎府中線との交

差道路が川崎駅方面から進行すると右折不可になる

と聞いた。再開発後、拡幅された交差道路との接続箇

所には信号機が設置されない上に右折不可のままの

予定とのことだが、再開発後の京急川崎駅周辺の車

両の回遊性に著しく支障をきたさないか。 

駅東側から京急川崎駅付近にアクセスしようとする

と、一度、幸町交差点まで通り過ぎてUターンするか、

Uターンしない場合は幸町交差点を左折し、ラゾーナ

を一周して幸町交差点に戻ってくる必要がある。あ

るいは国道409号の本町踏切の西側にある自動車学

校跡地付近を左折してくることになる（ただし大貨

等・タクシーは現行の規制のままなら左折禁止のた

め利用不可）。再検討してもらいたい。 

京急川崎駅前については、駅前に通過交通が流入することや

駅利用者が滞留できる空間がないことなどの課題があることか

ら、安全で快適な歩行空間の確保、駅前のゆとりや賑わいを生

む滞留スペースの創出などによるウォーカブルなまちづくりを

推進するため、川崎府中線の相互通行化等の都市基盤再編を行

うものです。 

都市基盤再編にあたっては、交通管理者と調整の上、当該交

差点について自動車交通流の円滑化を図るため、直進のみとし

ております。なお、幸町交差点から川崎駅前東交差点について

は、現状においても大型自動車等通行止めの規制が行われてお

ります。 

Ｅ 

 


